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相談名 日時 相談内容 問い合わせ

家庭児童相談
平日　

午前8時30分～午後5時15分
養育・虐待・DVなどの相談

佐倉市家庭児童相談室（市役所内）

☎484-6263　※訪問相談可

電話育児相談

（0歳～就学前

の乳幼児）

平日　午前10時～午後3時

（子育て支援センターは、平日・土

曜日　午前10時～午後5時。ただし

第2水曜日は午後1時～5時）

0歳～就学前の乳幼児に関する夜泣きや

食事、排せつのしつけなど育児の悩みに

ついての相談

佐倉保育園　☎481-1741

南志津保育園　☎460-2020

志津保育園　☎463-2466

北志津保育園　☎487-8511

臼井保育園　☎487-3725

根郷保育園　☎485-2330

馬渡保育園　☎498-0042

子育て支援センター　☎460-2040

育児相談

（電話相談や家

庭訪問も可）

平日　

午前8時30分～午後5時15分

子どもの健康や発育発達、保護者のかた

の育児に関する悩みなど
健康管理センター　☎485-6712

ことばの相談

（予約制）

平日　

午前8時30分～午後5時15分

就学前のお子さんのことばや発達、聞こえ

に関する相談
健康管理センター　☎485-6712

すくすく発達

相談

（予約制）

毎月1回木曜日午前

日程は、佐倉市ホームページ、健康

カレンダーをご覧ください。

お子さんの発育（身長や体重の伸び等）や

発達面（なかなか歩かない、落ち着きがな

く動き回る等）で心配なことや気になる

ことについて、専門医が相談に応じます。

※ 他の医療機関で診断を受けているかた、

治療中のかたなどは対象になりません。

健康管理センター　☎485-6712

就学相談

（予約制）

平日　

午前8時30分～午後5時15分

発達に課題のあるお子さんの就学など教

育に関する相談
教育センター　☎486-2400

教育電話相談

（来所相談可）
平日　午前9時～午後4時

しつけや不登校、いじめなど、家庭や学校

など教育に関する電話相談

佐倉市教育電話相談室（ヤングプラザ内）

来所相談は予約制

☎484-6611

相談名 日時 相談内容 問い合わせ

犯罪被害相談
平日　

午前10時～午後4時

事件・事故に遭った被害者や遺族、家族

などへの相談・カウンセリング・支援を

行います。

公益社団法人

千葉犯罪被害者支援センター

☎043-225-5450　FAX  043-225-5453

CONSULTATION

子ども・育児・教育に関する相談　【子育て期の相談窓口：子育て世代包括支援センターの情報は64ページ】

犯罪に関する相談
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相談名 日時 相談内容 場所 問い合わせ

年金相談
毎月第4水曜日

午後1時30分～4時30分
社会保険労務士による相談 ミレニアムセンター佐倉

市民課

☎484-6126

法律・人権・行政相談

（予約制）

毎月3回開催

午前10時～午後2時

市民相談員、弁護士による

相談

ミレニアムセンター佐倉

または、志津コミュニ

ティセンター

自治人権推進課

☎484-6128

 ※日程などは変更になる場合があります。毎月1日号の『こうほう佐倉』などでご確認ください。

相談名 日時 場所 問い合わせ

消費生活相談
平日　

午前9時～正午、午後1時～4時
ミレニアムセンター佐倉 3F

消費生活センター

☎483-4999

女性のための相談（予約制）
毎週金曜日　午前10時～午後3時

（ただし、第3金曜日のみ午後3時～8時）
佐倉市男女平等参画推進センター（ミウズ）　☎460-2580

結婚相談
毎月第2木曜・第3日曜日・最終土曜日

午前10時～午後3時
ミレニアムセンター佐倉

自治人権推進課

☎484-6128

住宅増改築修繕相談 平日　午前8時30分～午後5時
住宅課受付

（協力・佐倉市住宅相談協議会）

住宅課

☎484-6168

UIJターン総合相談窓口 平日　午前8時30分～午後5時 佐倉市役所　地域創生課
地域創生課

☎484-6748

交通事故相談（予約制）
原則、毎月第1・第3水曜日（4月を除く）

午前10時～午後2時50分
ミレニアムセンター佐倉

道路維持課

☎484-6130

外国人のための生活相談

（スペイン語・英語・中国語）

（面談は予約制）

平日　午前10時～午後4時 佐倉国際交流基金　☎484-6326

障害者差別に関する相談
平日　午前9時～午後5時 印旛健康福祉センター

印旛健康福祉センター内

相談専用電話

☎486-5991　FAX  486-2777

平日　午前8時30分～午後5時15分 佐倉市役所 障害福祉課 ☎484-6173　FAX  484-1742

精神障害者相談
月８回程度（土曜日あり）

※詳細はお問い合わせください

西部地域福祉センター、

ミレニアムセンター佐倉ほか

地域生活支援センターレインボー

☎463-1128  FAX 463-1900

( 平日午前9時 ~ 午後5時 )

相談

年金・法律に関する相談

相談案内 （特に表記のない限り、正午～午後1時および祝日や年末年始は除きます）

生活に関する相談
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税理士 エリアマップ1図 D‐2

◆税務相談 ◆経営相談 ◆確定申告 ◆相続・贈与
・税金のことでお困りの方・経営について相談したい方
・相続、贈与でお悩みの方・現状よりさらに発展を望まれる方
～みなさまお一人お一人の身近な良き相談パートナーとして～

■佐倉市上座586-6-102（京成本線ユーカリが丘駅徒歩3分）
■ＴＥＬ：043-497-6360 『良くなろう360度』Ⓡ
■定休日/土曜・日曜・祝日（ご連絡頂ければ対応可能です。）
■ＵＲＬ：http://www.hasegawa-kaikei.com/
【 佐倉市 長谷川会計事務所 】 ←検索 あり（3台）

佐倉法務局前の不動産鑑定士事務所

定休日：土日祝日

初回相談無料・ご予約ください

佐倉市表町1－12－6（JR佐倉駅徒歩5分）

エリアマップ4図 B－2

不動産鑑定士  木村  ゆり

土地・建物の鑑定評価

相場の調査、リスク調査など

https://kantei428.co.jp ☎043－308－7888

地域に根ざした法律事務所地域に根ざした法律事務所地域に根ざした法律事務所

〈主な取扱業務〉 〈相談受付時間〉

千葉県弁護士会所属　　所長弁護士　松田 和哲　　弁護士　安藤 なつき

平日9：00～17：00
（事前にご予約下さい）

〈法律相談料〉

30分 5,500円（税込）
借金のご相談は初回無料です

☎043－310－5133
ht tp ://www.yotsuka ido- lo . jp

四街道市四街道1ｰ7ｰ9
中島ビル3階 エリアマップ 7図Cｰ5

よつかいどう法律事務所よつかいどう法律事務所よつかいどう法律事務所

千葉銀行

四街道市役所
第二庁舎板倉

医院

マツモトキヨシ

三井住友銀行北口

中島ビル

よつかいどう
法律事務所

なか卯

三井のリハウス
京葉
銀行

64

四街道駅

一般民事事件（交通事故、損害賠償）

家事事件（離婚、相続、遺言、成年後見）

破産・債務整理

刑事事件（裁判員裁判、犯罪被害者支援）

少年事件・児童虐待被害者支援
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相談名 日時 相談内容など 場所 問い合わせ

お仕事探しの相談 平日　午前8時30分～午後5時 職業相談や求人情報の紹介
ミレニアムセンター

佐倉

佐倉市地域職業相談室

☎483-3180

若者就労・進路相談

（予約制）

原則毎月第2火曜日

午前10時～午後5時

（詳細はお問い合わせください）

15～49歳 未 満 で 自 立（ 就

労）に悩みを抱えている若

者または保護者

ミレニアムセンター

佐倉

ちば北総地域若者

サポートステーション

☎0476-24-7880

シルバー人材センター

入会説明会

毎月第2火・金曜日

午前9時30分～正午

対象者：市内在住で60歳以

上、健康で働く意欲のある

かた

火曜日・レインボー

プラザ佐倉

金曜日・志津公民館

シルバー人材センター

☎486-5482

発明・特許相談

（予約制）

毎月第1・第3水曜日

午前10時～午後4時（1件60分）
― 佐倉商工会議所　☎486-2331

心配ごと相談 午前10時～午後3時 ―

毎週月曜日・社会福祉センター

☎484-6199

第1・第3水曜日・西部地域福祉センター

☎463-4433

第2・第4金曜日・南部地域福祉センター

☎483-7211

法律相談

毎月第4月曜日　

午前10時～午後3時（受付：当日

午前9時～先着順、8人まで）

財産、離婚、人権、事故な

ど法律に関すること
佐倉市社会福祉協議会　☎484-6199

介護生活相談 平日　午前8時30分～午後5時

在宅で介護されているかた

の介護についての困りごと

などについて

佐倉市社会福祉協議会　☎484-6196

ボランティア相談

平日　午前8時30分～午後5時

ボランティア活動をしたい

かたやボランティアをお願

いしたいかたの相談

佐倉市ボランティアセンター　☎484-6198

※火～金曜日　

午前9時～午後5時

（祝日の場合は翌日休み）

西部地域福祉センター　☎463-4167 

｝※
南部地域福祉センター　☎483-2811

成年後見に関する専門

相談

（司法書士による）

原則毎月第1水曜日

（祝日の場合は変更）

午前9時30分～午後3時30分

判断能力が不十分なかたの

援助や財産管理に関する相談

（電話または面接で）

佐倉市社会福祉協議会　☎484-1288

生活困窮に関する

総合相談

平日　

午前8時30分～午後5時15分

生活や仕事に困っているか

たの相談
佐倉市役所

くらしサポートセンター

佐倉　☎309-5483

相談
CONSULTATION

職業・福祉などに関する相談　【高齢者の相談窓口：地域包括支援センターの情報は74ページ】
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